
別表－３

筑後川河川事務所管内における機械設備及び災害対策用機械の

災害時等緊急対応に関する基本協定の締結

○希望する対象区分及び対象区間

対象区間

対象区分

排水機場ポンプ設備

堰、水門設備

樋門樋管設備及び災害対策
用機械の緊急対応

○災害対策用機械の作業内容確認

車両の運搬のみ 運搬、機械の設置等一連の作業 備考

災害対策用機械対応内容の
確認

備考

樋門樋管設備及び災害対策用機械の緊急対応に希望された方は下記に回答ください。
災害対策機械の出動依頼があった際、下記作業内容で対応可能な箇所に○を記入してください。

※希望する対象区分と対象区間の欄に○を記入して下さい。
　対象区分及び対象区間は重複希望されて結構です。

※運搬、機械の設置等一連の作業とは。
（例）ポンプ車の場合、排水作業場所までの運搬、ポンプの設置、排水作業、ポンプの撤収の一連の作業をいう。
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